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お申込は、準備の都合上６月１７日（月）まで大崎法人会玉造支部（玉造商工会

内）へ（電話７２－００２７又はＦＡＸ７２－００９７）お申込み下さい。

消費税軽減税率対応セミナーのご案内 

消費税率引上げ・軽減税率制度導入が令和元年１０月から始まります。特
に軽減税率制度は、軽減税率対象品目を販売している事業者だけでなく、
仕入れや経費に軽減税率対象品目が含まれる全ての事業者の方にも関係
があります。制度導入まで 4 ヶ月を切りました。何がどう変わるのか、
しっかり確認しておきましょう。 
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